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第 6号議案

島原市立小・中学校の学校医及び学校薬剤師の解職について

次の者を島原市立小・中学校の学校医及び学校薬剤師としての委嘱を解く。

氏 名 性別 年齢 学 校 名 備 考

学校医 松岡邦子 女 5 4 島原市立第五小学校 平成 2 5年 3月 31 日付解職

学校医 中村浩平 男 5 1 島原市立第三中学校 平成 2 5年 3月 31 日付解職

学校医 原田健一郎 男 6 3 島原市立大三東小学校 平成 2 5年 3月 31 日付解職

学校薬剤師 織田博子 女 6 2 島原市立第二小学校 平成 2 5年 3月 31 日付解職

平成 2 5年 3月 2 9 日提出

島原市教育委員会
教育長 清水 充枝

提案理由

本人より辞任願いが提出されたため、委嘱を解こうとするものである。



辞 任 届

ず÷儀

一身上の都合により,島原市登第玉小学校医を辞任致したくお届けします。
【平成25年3月31日付)

平成 2辱年 3 月 15 日

革住所

競 っ〉--
鏡野

島原市教育委員会

教育長 清水充枝様

露



辞 径 属

私像

一身上の都合により,島原市立第三中学校医を辞荘致したくお届けします。
【平成25年3月31日村)

平成 25 年 3 月 15 日

　　　 　　　　　　　 　　　
　　 　　　　 　　　　　　　　 　 　 　 　
　 　 　 　 　　　

住所

瀦 津村ヲ嘉影 響印
　 　 　 　 　

　

島原市教育委員会

教育長 清水充横様



穂を犠震

一身上の都合により,島原市立大三東小学校医を辞任致したくお届けします。
{平成25年3月31日付)

-平成 2謬年 3 月 25 日

島原市教育委員会

教育長 清水充核犠



辞 住 居

秒後

一身上の都合により, 島原市立第二小学校の学校拳剤師を辞任いたしたく

お届けします。

(平成 2 5年 3月 31 日付)

平成 2 5年 月之む日

島原市教育委員会
教育長 清水 充枝 様



第 7号議案

島原市立小・中学校の学校医及び学校薬剤師の委嘱について

次の者を島原市立小 o中学校の学校医及び学校薬剤師として委嘱する。

氏 名 」性別 年齢 学 校 名 備 考

学校医 小嶺大志 男 3 6

島原市立第五小学校 平成 2 5年 4月 1日から

島原市立第三中学校 平成 2 5年 4月 1日から

学校医 伊東大介 男 4 4 島原市立大三東小学校 平成 2 5年 4月 1日から

学校薬剤師 織田哲平 男 3 1 島原市立第二小学校 平成 2 5年 4月 1日から

平成 2 5年 3月 2 9 日提出

島原市教育委員会
教育長 清水 充枝

提案理由

学校医及び学校薬剤師の辞任に伴い、欠員補充として学校保健安全法第2 3条の規定
により新たに委嘱しようとするものである。



(参考)

学校 保健 安 全 法 (抜粋)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。

2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、

又は委嘱する。

4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及
び指導に従事する。

5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。



推 薦 状

伴 所 島原市中安徳町‐T4310 番地

氏 名 小 嶺 大 志

ニ記の考を、島夏だ立第ご小学校漆医に選任と認め、/委嘱くださるよう差震いたしまラ。

平茨 2轟 然 3 月 1罫 E

(社)島原市医師会
会長 小 島

1
避霊 ≧



推 薦 状

鑑 所 島原市中安徳町丁431聾番麹

氏 名 小 嶺 息 癒

ト記の定着を、長原市で第 = ヰ学校校医≧さ適任と認めき委嘱くださるよう,推薦いたします。

(社)島原市医師会

会長 小 島 建言雲

霧



推 薦 状

柱 謬ず 島原市広馬標町 373番地 i

伊 東 大 介氏 名

上記の者を、島原軒ぎ立大三東小学衣麦医;ご適法と認め、委嘱くださるよう種藁芽 *が * ≧

榊草流 25 年 3 月 25 ョ

納め島原市医師会

会長 か 島 尋顎 1
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上記の者を 島原市立第二小学桜の薬剤師に適任と認め、委嘱くださるよう推薦いたし家弓。

住

氏



第 8号議案

平成 2 4年度島原市立中学校部活動外部指導者の解嘱について

平成 2 4年度島原市立中学校部活動外部指導者の下記の者を解嘱する。

記

(第一中学校)

部 名 氏 名 性別 年齢 住 所

ソフ トテニス (男 ) 辻村 仁男 男 4 9 島原 市萩 が丘 1-5 6 1 7 -1

卓 球 河端 康男 男 6 5 島原市上の原 2 - 6 4 0 7

サッカー 林田 修平 男 2 8 島原市本町甲 18 6 - I

野 球 森本 -広 男 5 1 島原市宇土町乙 7 0 7

(三会中学校)

部 名 氏 名 性別 年齢 住 所

ソフ トテニス (男 ) 松本幸次郎 男 2 7 島原市出の川町甲 16 6 0

(有明中学校)

部 名 氏 名 性別 年齢 住 所

陸 上 前田 涼児 男 2 5 島原市有明町大三東戊 2 5 31-1

平成 2 5年 3月 2 9 日提出

島原市教育委員会
教育長 清水 充枝

提案理由

島原市立中学校部活動外部指導者に関する規則第 7条により、委嘱を解こうとする
ものである。
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(参考 )

○島原市立中学校部活動外部指導者に関する規則 (抜粋 )

(身分 )

第 4 条 外部指導者 は、非 常勤 とす る。

(委嘱 )

第 5 条 外部指導者 は、次 の基 準 を満 たす ものの うちか ら学校 長 の推薦 に

基づ き、教 育委員会 が委嘱す る。

(1) 学 校 教 育 に‐対 す る理 解 を 持 ち 、 必 要 な 協 力 が 得 られ る こ と。

(2) 職 務 遂 行 に 必 要 な 熱 意 を持 っ て い る こ と。

(3) 体 育 、 芸 術 、 文 化 等 に 対 す る深 い 関 心 と理 解 を 持 っ て い る こ と。

(任期 )

第 7 条 外 部 指 導‐者 の 任 期 は 、 1 年 とす る。 た だ し、補 欠 の 外 部 指 導 者 の

任 期 に つ い て は、、 前 任 者 の 残 任 期 間 とす る。

2 教育委員会は、外部指導者が心身の故障のため職務の遂行に堪えない

と認 め る ときその他 特別 の理 由が あ る と認 め る ときは、前項 の規 定 に よ

る任 期 の期 間 中におい て も解任 す る こ とがで きる。

3 外 部 指 導 者 は 、 再 任 す る こ とが で き る。

(委任 )

第 8 条 この規則 の施 行 に関 L 必 要 な事 項 は、教 育長 が定 め る。

13



第 9号議案

平成 2 5年度島原市立中学校部活動外部指導者の委嘱について

平成 2 5年度島原市立中学校部活動外部指導者に別紙の者を委嘱する。

平成 2 5年 3月 2 9 日提出

島原市教育委員会
教育長 清水 充枝

提案理由

島原市立中学校部活動外部指導者に関する規則第 5条及び第 7条により、指導者に
委嘱しようとするものである。



(参考 )

○島原市立中学校部活動外部指導者に関する規則 (抜粋 )

(身分 )

第 4 条 外 部 指 導 者 は 、 非 常 勤 とす る。

(委嘱 )

第 5 条 外部指導者 は、次 の基 準 を満 たす もの の うちか ら学校長 の推薦 に

基 づ き、教育委員会 が委 嘱す る。

(1) 学校教 育 に対す る理解 を持 ち、必要 な協力 が得 られ る こ と。

(2) 職 務 遂 行 に 必 要 な 熱 意 を持 っ て い る こ と。

(3) 体 育 、 芸 術 、 文 化 等 に 対 す る深 い 関 心 と理 解 を 持 っ て い る こ と。

(任期 )

第 7 条 外部指導者 の任期 は、 1 年 とす る。ただ し、補欠 の外部指導者 の

任期 につ いては、前任者 の残任 期 間 とす る。

2 教育委員会は、外部指導者が心身の故障のため職務の遂行に堪えない

と認 める ときそ の他 特別 の理 由が あ る と認 め る ときは、前項 の規 定 に よ

る任 期 の期 間 中にお いて も解任 す る ことがで き る。

3 外 部 指 導 者 は 、 再 任 す る こ とが で き る。

(委任 )

第 8 条 この規則 の施行 に 関 し必 要 な事項 は、教 育長 が定 め る。

15



平成25年度 島原市中学校部活動外部指導者一覧表

学 校 名 部 名 氏 名 性別 年齢 住 所 新規・÷÷

島原市立第一中学校

野 球 武 次 亮 太 男 34 島原市新湊二丁目1989一 l 継続
剣道(男) 本 多 男 55 島原市本町乙 531‐I 継続

剣道(女)
太 田 清 敏 男 56 島原市本光寺町4316‐2 継続
中 村 舞 文 男 53 島原市新建2106一 継続

卓 球 徳 永 着 己 男 46 島原市柏野町2710 継続
ハスケットボール (女 ) 吉 田 直 也 男 33 島原市六ツ木町甲987 継続
バスケットボール (男 ) 海 山 圭 一 郎 男 57 島原市柏野町2840 継続

サッカー 土 本 富 三 幸 男 48 島原市宇土町乙709‐3 継続

ソフトテニス(男)
山 本 寛 一 郎 男 49 島原市柿の木町3201 継続
原 田 佳 幸 男 44 島原市田町761番地 継続

ソフトテニス (女 ) 内 藤 賢 格 男 49 島原市本町乙345一
′′‘士

ブラスバンド 岡 崎 和 興 男 65 島原市宮の町 641-2 継続

島原市立第二中学暇

バスケットホール (男 ) 松 崎 行 治 男 57 島原中緑町8258 新 規

バスケットボール (女 ) 宇 土 宏 男 57 島原市上の原二丁 目6318-7 継続
バレーボール (女 ) 高 木 清 治 男 52 島原市船泊町丁3246 一3 可セ圭ー博じ

」
ソフトテニス(女) 朱 林 成 子 女 43 島原市津町 581-I 継続

サッカー 石 本 幸 紀 男 48 島原市稗田町甲70 継続

柔 道
高 田 悦 成 男 41 島原市霊南2丁目52 継続
笹 田 浩 司 男 44 島原市南崩山町2888番地2 継続

剣 道 友 永 峰 昭 男 63 島原市新山四丁 目8841‐l 継続

野 球
古 田 信 人 男 49 島原 ,ij古来煮」5334‐5 継続

白 井 浩 二 男 50 島原市南柏野町3108 継続
水 泳 菅 利 顕 男 71 島原市有明町湯江甲839 継続

島原市立第三中学校

卓球(男) 田 中 禽 治 男 77 島原市米町8498 継続

卓球(女) 永 石 三 代 子 女 55 島原市鎌田町丁4138 継続

サッカー
松 崎 英 治 男 47 島原市南崩山町丁3338-5 継続
園 田 雅 彦 男 35 島原市大下町両目 91-14 継続

野 球 森 永 敏 夫 男 56 島原市新湊二丁目丙1638一 継続
ハレーボール (女 ) 鍬 取 哲 朗 男 30 島原市新湊二丁目丙1944一 継続

ソフトテニス(男)
永 田 栄 治 男 50 島原市仁田町 1845‐53 継続

ぬ一 フ水 杏 菜 女 28 島原市仁田町 1845‐53 継続

ソフトテニス(女)
中 村 博 害 男 45 島原市南崩山丁2455 新 規
松 崎 昭 彦 男 46 島原市南崩山丁4143 新 規
松 下 範 行 男 46 島原市中安徳町丁1814一2 継続

島原市立三会中学校

野 球 吉 田 章 男 45 島原市ト宮町申1840 継続
柔 道 下 田 文 男 男 60 島原市油堀町829‐2 継続

ソフトボール 小 笹 青 子 女 59 島原市寺中町丙1585-2 継続

ソフトテニス(男)
大 津 祭 嗣 男 28 島原市中野町丙1293 継続
橋 口 真 吾 男 20 島原市中野町丙78‐1 新 規

ソフトテニス (女 ) 森 川 香 里 女 33 島原市大手原町甲2096 継続
サッカー 小 森 慎 司 男 40 島原市下宮町甲2417 継続
吹奏楽 本 多 邦 年 男 58 島原市亀の甲町乙1797 継続

島原市立有明中学校

野ァ 珪求
全 子 一 雄 男 66 島原市有明町大三東戊453‐3 継続
宇 土 靖 男 43 島原市有明町大三東甲2214 継続

ソフトテニス(男) 荒 木 義 文 男 29 島原市有明町湯江丙29一 継続

ソフトテニス(女) 大 川 エ ミ 女 41 島原市有明町大三東戊812 継続

ハレーボール (男 )

松 本 恒 一 男 50 島原市有明町大三東丙140 継続
太 田 優 男 34 島原市有明町湯江丙221 継続
吉 田 祐 一 男 27 島原市有明町大三東甲524 継続

バスケットボール (男 ) 林 田 靖 L 男 52 島原市有明町湯江丁2960 継続

陸 上
吉 本 義 博 男 63 島原市有明町大三東丁779-2 継続
吉 本 大 起 男 28 島原市有明町大三東丁779-2 継続

サッカー
小 林 真 澄 男 37 島原市有明町大三東戊1022-6 継続
宇 土 将 輝 男 22 島原市有明町大三束乙577 継続

木 村 力 男 27 島原市有明町大三東丙697‐2 継続
剣 道 前 田 英 幸 男 40 島原市有明町湯江丙137 継続

柔 道
堀 川 和 徳 男 65 島原市有明町大三東丁814‐l 継続
宮 崎 豪 男 39 島原市有明町湯江乙887一 継続

水 泳 竹 田 宗 晴 男 28 島原市有明町大三束甲目36 継続
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第 10 号議案

島原市教育委員会委員長の選挙について

島原市教育委員会委員長が、平成 2 5年 3月 3 1 日をもって任期満了

となるため、委員長 の選挙を行 う。

平成 2 5年 3月 2 9 日提出

島原市教育委員会

教育長 清水 充枝

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 2条第 2項の規定によ

り、委員長の任期満了にともない選挙を行お うとするものである。



(参考)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (抜粋)

(委員長)

第 1 2条 教育委員会は、委員 (第 1 6条第 2項の規定により教育長に任命さ

れた委員を除 く。) の うちか ら、委員長を選挙 しなければな らない。

2 委員長の任期は、 1年 とす る。ただ し、再選 され ることができる。

3 委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員

会の指定する委員がその職務を行 う。
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